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第２回おおいた子ども・子育て応援県民会議 

 

日 時 平成１９年１０月１１日（木）１０：００～１２：００ 

場 所 大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」 

   開 会 

 

【司会】 私は本日の司会を務めます少子化対策課の志水と申します。よろしくお願いいたし

ます。県では、会議を公開原則としております。本日の会議も前回と同様、会議録、会議資

料につきましては、県庁ホームページに公開することにしておりますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２回「おおいた子ども・子育て応援県

民会議」を開会いたします。 

はじめに、前回第１回の県民会議に都合により欠席され、今回出席された委員の紹介をさ

せていただきます。 

【事務局】 皆さんおはようございます。県の少子化対策課の平原と申します。私の方から紹

介をさせていただきます。皆様の方に資料で次第というものをお配りしていると思いますけ

れども、その１ページめくっていただきまして、資料の１ページをご覧いただきたいと存じ

ます。 

平成１９年度の県民会議委員の名簿、それと各委員による次世代育成支援のためのキーワー

ドということで掲載しております。前回ご欠席で今回ご出席された委員さんについて、登載

順にご紹介させていただきます。 

まず、福祉保健の分野から、大分県民生委員児童委員協議会の三宅桂子さんでございます。

キーワードは、「地域の子育て応援してます民生委員」でございます。 

続きまして、教育の分野からですが、大分県高等学校長協会の濱田ミチヨさんです。キー

ワードは、「親となる喜び支える環境づくり」でございます。 

最後に、労働雇用の分野から、大分県経営協会の仙波美鈴さんです。キーワードは、「ワー

ク・ライフ・バランスの実現」でございます。 

以上でございます。 
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   ２ 大分県福祉保健部長あいさつ 

 

【司会】 続きまして、阿南大分県福祉保健部長よりご挨拶を申し上げます。 

【阿南福祉保健部長】 おはようございます。 

  阿南でございます。前回は所用がございまして欠席をさせていただきました。大変申し訳

ございませんでした。本年度、第２回の子ども・子育て応援県民会議の開催にあたりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

  まず、皆様方には、本日、大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござい

ます。前回８月２８日の会議におきまして、貴重なご意見、ご提言をいただきました。現在、

各部局におきまして、来年度の予算編成に向けて、皆様方からいただいた意見を、できるだ

けそれに反映するように検討中でございます。 

  さて、本年２回目の会議でございますが、実は、子ども・子育て家庭を県民総参加で応援

しようという際に、この県民会議として、何か統一した取組ができないだろうかということ

で、県民会議と県が共同して何かを是非やっていこうと、こういった問題意識のもとで開催

をさせていただいたところであります。また、前回は大変議論が盛り上がったところで時間

がきたという、もう少し議論をしていただいてご意見をいただきたかったという面もござい

ましたので、今回２回目のこの会議を開かせていただくことにしたわけでございます。 

  既に皆様方には、それぞれのお立場で子育て支援活動に取り組んでいただいておりますが、

県民会議のこの役割でもあります、全県的な広がりのある次世代育成支援施策、こういった

取り組みについて、先ほど申し上げましたような問題意識のもとで、本日はご議論をいただ

ければと考えております。 

  委員の皆様方には、どうか忌憚のない積極的なご意見、ご提言をいただきますようにお願

いを申し上げまして、開会にあたりましての私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

【司会】 続きまして、山岸会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

   ３ 会長あいさつ 

 

【会長】 山岸でございます。 

本日は、皆様方には、大変ご多忙のところをご出席いただきましてありがとうござい
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ます。また、前回の県民会議では、議事の進行にご協力いただきまして感謝申しあげま

す。 

 さて、本日の県民会議は、先ほど県の部長さんからもお話がありましたが、この県民会議

として、何か統一的な取組ができないかといったことをメインに協議したいと思っています。 

 さらに、前回の会議で言い足りなかった分につきましても、ご発言いただくお時間を設けて

おります。 

  皆様方には、前回に引き続き、活発なご発言を期待しておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

【司会】 ありがとうございました。 

  以降の議事進行につきましては、設置要綱第５条の規定により、山岸会長にお願いいたし

ます。 

 

   ４ 議 事 

    （１）次世代育成支援対策の全県的な広がりのある取組について 

① 県事業「子育て事業応援社会づくり推進事業」 

     ② 意見交換 

    （２）その他 

 

【会長】 議事（１）次世代育成支援対策の全県的な広がりのある取組についての、①番目の県

事業「子育て応援社会づくり推進事業」ですが、事務局からこれについてアウトラインを説

明していただきたいと思います。 

【事務局】 それでは私の方から説明をさせていただきます。座って説明させていただきます。 

次第のページに基づいて説明をしたいと思います。５ページをお開きいただけませんで

しょうか。こちらに行動計画の推進体制ということで一度ご覧いただいたかと思います。右

の下の方ですけれども、おおいたこども・子育て応援県民会議がございまして、そこの所掌

事務でございます。 

１つ目が、次世代育成支援行動計画に基づく施策の効果的推進に関すること。 

２つ目が、次世代育成支援対策の全県的な広がりのある取組の推進に関すること。 

という２つが所掌事務となっております。 
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前回第１回の会議では、主に１つ目の施策の効果的推進に関することということで、県の

施策等へのご意見、ご要望をいただいたところでございますけれども、時間の関係もありま

して、２つ目の所掌事務について十分ご議論いただけなかったということで、今回開催させ

ていただいたところでございます。 

その手始めとして、県として、今年の事業の中で県民会議の協力を得て事業を進めたいな

という事業がございますので、まずそこを説明させていただきます。資料の２ページに戻っ

ていただきたいと存じます。 

２ページに、子育て応援社会づくり推進事業ということで、県の事業１つあるんですけれ

ども、新聞広告を使ってシリーズ「こどもＢＯＸ」という取組をしようということでござい

ます。目的をちょっと読ませていただきますと、「子育てを社会全体で支えるための環境づく

りの一環として、新聞紙面を活用して、子育て家庭やこれから子育てを担う若い世代を対象

にメッセージを発信する。子育て家庭等の支援を行うとともに、安心して子どもを生み育て

られる社会づくりに向けた気運の醸成を図る。」ということでございまして、実施主体という

ことで、県と県民会議で共同で実施したいなというふうに考えております。 

事業内容でございますけれども、１つ目の○にありますように、県民会議の皆様方に、子

どもや子育てに関する心温まるコラムという形で書いていただきまして、それに併せて、実

用的な子育て支援情報ということで、行政情報等を載せたいなということでございます。紙

面は、ちょっと予算の関係で合同新聞だけということになったんですけれども、掲載期間と

いたしまして１１月１１日から１月６日までということでございます。 

実は、どうしてこういう期間かということなんですけども、国の方で「少子化社会対策会

議」というのがありまして、その中で「家族の日」を設定して全国的に情報を発信しようと

なっています。その日が１１月１８日でございまして、その前後が家族の週間ということで、こ

の１１月１１日が家族の週間の初日ということになりますので、それに併せて、県としてもメッ

セージを発信したいなということでございます。 

それと１月６日といいますのが、実はその１月１２日に「子育てハッピーアドバイス」とい

う著作がございます明橋先生を呼んで「子育てハッピーフォーラム」というのを計画してお

りますけれども、その紹介も兼ねてこの１１月１１日から１月６日までの全８回、コラムを掲載

したいなというイメージでございます。 

コラムは４００字～５００字で漫画入りという形で、見やすい紙面構成にしたいなということ

で、具体的なイメージをちょっと３ページに付けておりますのでご覧いただきたいと思いま
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すけども、これが大体新聞の大きさになるんですけども、真ん中へんにちょっとありますよ

うに、題字があって、ここはどういう題字にするかわかりませんけれども、イラストが入り

ます。このイラストは描いていただいたタイトルにあわせた形で、漫画家の平田京子さんに

お願いしてイラストを載せていただくと。併せて左の方の余白で行政情報を載せていきたい

というイメージでございます。 

  どんなふうに今考えているかというのが、４ページにございますけども、１回目から８回

目ということで、１１月１１日から１月６日までこういった形でやるということなんですけれど

も、ここのコラムテーマというところを皆さん方にお願いをしたいというのが１つで、例え

ば情報として、１１月１１日には何を載せるかというと、家族の週間が始まりました。あるいは

椋野委員の方で実施されます、大分大学の福祉フォーラムが１１月１９日にあるのでそれを紹介

するとか、県の事業で「子育てネットワーク大分集会ｉｎ九重」というのがあるので、こう

いった情報も紹介したいなと。あるいは１１月１８日が、先程言いましたように家族の日という

ことになりますので、これも紹介したいなと。あと、子育て支援サービスの利用促進ですと

か、児童虐待の話ですとか、こういったことについて行政情報も併せて載せていきたいなと

いうことでございます。 

今日お諮りしたのは、先ほど言いましたように、県民会議として共同でやりたいなという

ことで、コラムの執筆をお引き受けくださる委員さんをどなたか、我こそはという方に決め

ていただければということです。ただ、作業の都合上、１回目と２回目は実はもう決めてご

ざいまして、１回目は会長さんがやっぱりいいだろうということで、会長さんに今、お願い

をしております。それと２回目につきましては、やっぱり知事が出ないとちょっと様になら

ないかなというのもありまして、知事にお願いをしておりますので、あと６回の部分につい

て、我こそはという方がございましたら、どういうふうにするかということでご議論いただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

【会長】 ただいま「こどもＢＯＸ」という新聞掲載の事業をやろうということで、今提案が

あったんですが、これについていかがでしょうか。お聞きになって、あるいはこの今資料を

ご覧になって、何かご意見、それからご質問も含めてありましたら、お願いいたします。い

かがでしょう。 

【衛藤委員】 質問をしたいんですけども、ずっと子育てとか「おおいた子ども・子育て応援」

という言葉があるんですが、もうすごく基本的なとこなんですけど、子育てというのを県の

方では何歳ぐらいまでのお子さんのことを念頭に置いているのか。特に重点を置いてる子ど
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もさんたちの年齢層は、何歳ぐらいまでのお子さんのことをいってるのかをちょっと確認を

したいんですけど。 

【会長】 じゃお願いします。 

【事務局】 じゃ私の方から。一応、子育ての対象はどこだというお話になりますと、児童福

祉法上、児童というのが１８歳未満になっていますので、一応そこが対象になるということに

なります。ただ、青少年の健全育成といった場合、少しまた幅が広がっていくと思いますね。

そういったところも県の次世代育成支援行動計画の中では入ってきています。ただ、今、主

に私どもで念頭において事業化しているところというのは、やはり子どもと子育て家庭とい

うことですので、わりと小さなお子様たち、特にその中でもターゲットを絞れというと、今、

国の方もそうですけども、ゼロ歳から３歳ぐらいまでのところの乳幼児期、あるいは小学校

まで。ということで、事業によって少しずつそれぞれの部局で違ってきます。幅広く言うと

広いもので、一概にここだと、ここだけすればいいんだということではないんですけれども、

少子化対策として、今、子育て支援としてどうするかというイメージでいくと、その乳幼児

が対象。ただ、児童虐待とか母子家庭とか、そういったテーマもありますので、それはやは

り幅が広くなるので、一概にどこだというのはなかなか難しいかなと思います。 

【藤本委員】 大分県医師会の藤本でございます。今のことについて少し意見を述べさせてい

ただきます。 

  実は、私、それこそ先ほど紹介がありましたから、少子化対策の専門委員になっておりま

して、昨年「新しい少子化対策について」というとりまとめをいたしました。昨年の予算に

おける骨太の方針に盛り込むために。その中では、生まれる前からなんです。子ども子育て

の対象は胎児のときからですね、胎児というか妊娠も含めて、そのもっとその前、若い二人

の出会い、結婚も含めてから始まっております。それから妊娠、出産、そして子育てが始ま

りまして、とりあえず大学に入るときまで。ただ、奨学金までを踏まえておりますので、一

応大学生まで、つまり自立して生活するまでの間をすべて重層的に、子どもの年齢に沿って

対策を立てるというのが基本方針になっておりますので、この大分での子ども・子育て応援

県民会議でもそういうふうに、とりあえずあまりはっきりとした、確かに児童福祉法は１８歳

になっておりますけど、あと母子保健法、その他２０歳まで年齢は拡大されておりますし、大

学生の年齢は、大体順調にいきましても２２歳ですから、親からの仕送りがなく自活できるま

での期間は、子育て期間というふうに理解していただいて、この会議でも施策を考えていた

だいた方がいいんじゃないかというふうに思います。 
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【会長】 では、いかがでしょう。 

【事務局】 先生、私の舌足らずな説明を補足していただいて大変ありがとうございます。基

本的にそういうことで、広がりのある話だということで、今、先生の注目点、生まれる前か

らというのも１つポイントだと思います。 

【会長】 そうですね。そして今の藤本先生のお話で、胎児から、そしてその前の胎児が生ま

れるには、当然結婚というのが前提になるけれど、そこからというのは、本当に大事な発想

かなというふうに私も今、気付かされたところですが、ほかに何かご意見いかがでしょうか。 

【橋本純子委員】 今、自立するというお話があったんですけど、今、青少年課とかの連携で

ＮＰＯプラザの方でニートとか不登校の子どもさんたちの相談会しております。そして私た

ちのグッドイナフの会にも相談がきたりするんですけど、中には３５歳とかまであって、と

てもご両親が悩んでいらっしゃったりとかあるので、不登校の子どもさんとかも子育ての対

象になるのかと思います。それから、新聞を読むということになりますと、なかなか子育て

中の忙しいお母さんたちはこういう、これは折角なんですけど、読みたくなる方法でしない

と。あとやっぱりここらへんに目を留めるのは、その世代のお父さんたち本当悩んでる方が、

目に留めることも多いのかなと思ってちょっと気になるんですけど。 

【会長】 目に留まるような内容、それから見た目もそうですね、ということですが、何か県

の方で、その点でこんなこと考えてるということがありましたら、どうでしょうね。 

【事務局】 見せ方については、色が付くわけでもなく、白黒になります。形式も漫画とコラ

ムと行政情報という三本セットでいかざるをえないかなと思いますので、あとは、中身で勝

負ということで、ご了解をいただければと思います。 

【会長】 イラストの方がかえっていいかもしれませんね、写真よりもイラストって本当線が

はっきりしますからね。それが引き寄せていくかもしれない。 

ほかに何かご意見ございませんか。あるいはご質問。どうぞ。 

【佐藤委員】 佐藤です。 

  関連してなんですけれども、新聞紙面を活用してということで、それと並行しまして、今

の現代のメディアといったらインターネットであります。ある地域では、携帯電話に情報を

送信するということでありまして、一番最初の質問に関連してくると思うんですけれども、

子育ては親育てでもあるというようなことで、幅広く、３５歳という話もありましたが、そう

いった方に、若い方を中心に広がっているメディアを利用して、この目的のところに、新聞

紙面「等」と１つ入れていただけると、大分県庁のホームページに１つ入れたりとか、ある
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いは携帯電話そういったことに、メールマガジンとかそういったことも含めて、考えていた

だけると大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】 新聞紙面「等」ということでは了解させていただきますけども、具体にじゃあど

うするかという話をちょっと、もうちょっと詰めさせていただきまして、アイデアとして頂

戴いたしたいと思います。ありがとうございました。 

【会長】 そうですね、もし新聞に載ったときに、大分合同新聞さんから見ると、今度その版

権というか、なんかそういうことも問題になってくることあるかもしれない。そこはまた、

県の方にお任せいただければと思います。ただ、今の発想はとても大事な発想ですね。そし

て情報の受信が今、昔はもう新聞とかテレビとか皆が見るものだったんだけど、個人個人が

ばらばらで個別に見るものに今、変わりつつありますのでね、ほかにいかがでしょうか。何

かご意見ありましたら。 

【椋野委員】 行政情報のところを見ると、わりに、従来型の子育て支援が中心のように思う

んですけど、私もそうでしたし、前回会議のときに結構やっぱりワーク・ライフ・バランス、

職場の問題が取り上げられていたと思いますので、限られた回数で可能であれば、それも入

れていただけないだろうかというのが１つ。 

  それから、これも時間と実務的にできるかどうかなんですけども、可能であれば、盛り上

げるという意味では、コラム自体を県民から公募するとか、そういう方法も関心を盛り上げ

るにはいいんじゃないかと。特に読ませるという意味では、文章力もありますけど、やっぱ

り実際の体験をしてる方の体験談というのが目を引くかなという気がするんですが。もちろ

ん、公募委員をはじめとして、そういう自分の体験談を書ける方も委員の中にいらっしゃる

んで、委員が駄目だということでもないんですけれども、それ以外に自分もこんなふうにし

て応援してもらって嬉しかったんだよ、みたいなのもあってもいいのかなと思って、実務的

に回るのであれば、ご検討いただければというふうに思います。 

【会長】 そうですね、それいかがでしょうね。 

【事務局】 第１点目のワーク・ライフ・バランスについてですが、ここはあくまで案でござ

いますので、入れていきたいというふうに思います。それと県民からの公募という話になる

と、どの部分、これすべてを県民からの公募にすると、多分煩雑になります。例えば１２月３

０日掲載分だけ公募して１カ月の猶予期間でやるというやり方はあると思いますけれども、

そこは含めてちょっと検討していただきたいと思います。委員さんで十分かなというふうに

私どもちょっと思ったもんですから。 
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【会長】 部分的にでも採用することが可能ということですよね。それとあと、これは１回だ

けで終わらなければ、また今度将来に向けての検討課題でもあるかと思うんですけどね。は

い、どうぞ。 

【竹上委員】 先ほど、基本目標の中に子どもが心身ともに健やかに育つ社会の実現というの

が１つ上がっておりますよね。先ほど、０歳から３歳まで少子化対策のための子育てと言っ

てましたけれども、私は、今、子どもたちが、僕はこういうふうに子ども時代を過ごしたよ

とか、私はこういうふうに育ったというような、子どもの方の意見というのが非常に大事じゃ

ないかと思うんです。大人が与えただけの子育てじゃなくて、子どもの環境が今違ってきて

おりますし、私どもは、青少年団体で、子どもが幼稚園のときから企画力を身に付けて自分

たちがなりたいもの、やりたいものをやらせる教育をしております。与えるだけじゃなくて、

自分たちから自ら育った感想と、育ったことを書いたような子どもの文章も私は要るんじゃ

ないかと思うんですが、いかがでございましょうか。 

【会長】 子どもたちがこんなことをして、こういうことだったというそういう文章も、もし

かしたらほしいというご意見だったんですね。いかがでしょうかね。 

【事務局】 シリーズとして統一的に、子育て世帯なり、子どもさんを持ってる世代なりに元

気づけられるようなメッセージが発信できたらいいなということで、先ほどあったように、

あ、自分が救われたとか、そういったことが子育てをして一応終わった世代といいますか、

委員さん方のような世代が後の世代に託すメッセージという意味合いで考えました。ですの

で、ちょっと子どもの視点というのは入ってなかったんですけども、この形でやるのがいい

か、また他の形で次年度以降なりでやった方がいいいか、またご議論いただいた方がいいか

なと私は今思いました。 

【竹上委員】 次世代ということにいきますとね、私たちが与えるものだけだったら子どもは

育たないんですよね。子どもは子どもなりのしっかりした意見を持っております。そして自

分の生い立ちの中から、自分が育った中から次の子どもを育てようという、高校生たちはしっ

かりした意見を持ってますので、やはりそこを考えないと、ただ与えるもの、こうしたらい

いんじゃないかと、こう育ちましたよと言っても、子どもの意見はやっぱり違うと思うとこ

ろがかなりあるんです。私も３０何年間子どもを見ておりますけど、今もうそういう段階に来

ております。だから、それもやっぱり考慮できるようだったら、また次の機会でもいいです

けど、考えていただきたいなと思っております。 

【会長】 どうでしょう。 
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【事務局】 子どもさんの意見表明といいますか、そういったことはすごく大事だと思います。

それを何らかの形で県として、我が部に限らず、県庁全体で取り組んでいくと、それは本当

大事だと思います。ただ、この事業でやらせていただくかどうかというのは、もう１回ちょっ

と検討させていただきたいと思います。 

【会長】 シリーズとして、また来年以降のことが出てくるときには、大いに今度参照できる

内容だと思うんですね。そして子どもたちも、周りの大人たちがつくろった環境の中ではあ

るけど、ある程度活動すると。やがて今度は自分たちも環境をつくりだしていくということ

も含めて、今度は検討していただけるかなあというふうには思いますが。 

ほかにどうでしょう、何かご意見。 

  今いっぱい出てきました。そして一つ今、意見に石を投げたと、そして波紋がぐっと広がっ

てきますね。これが来年、再来年とまた広げていくひとつの起爆剤になっていけばというふ

うに思うんですが、いかがでしょうか、その意味であと２、３ありましたら出していただき

たいんですけど。男性の方のご意見いかがですか、先ほど佐藤委員さんから出していただい

たんですけど、それから衛藤さん。はい、どうぞ。今度は帆足委員さんですね。 

【帆足委員】 大分合同新聞の帆足と申します。今回こういうふうなことで掲載していただけ

るということで、まずありがとうございます。皆さんいろんな意見を今出されてましたけど

も、我々の新聞としては、この広告以外に紙面そのものも提供できると思いますので、この

期間に併せて、何らかの紙面展開、そういったものも可能です。もし皆さんのアイデアいた

だければ、何らかの記事でお手伝いできればと思います。 

【会長】 ありがとうございます。拍手もありましたけど、そうですね、ちゃんとここをお借

りしますとなると、お金もどれくらいかかるか私は想像つきませんけど、かなりかかると思

います。記事として載せていただくとすれば、そこはもうゼロに近い、あるいはゼロだと思

う。そうですね。はい、ありがとうございます。今ゼロだとおっしゃっていただきました。

その言葉を吐き出させたくてやったわけではありませんけれども、ほかにいかがでしょうか、

何かご意見。広瀬委員さんいかがですか、何か。 

【広瀬委員】 今のこの啓発的な部分について、本当に重要だと思います。なんというんです

かね、今殺伐とした世の中で、ちょっとした口ハッピーといいましょうか、心が温まるよう

なこういう啓発というのは、今一番求められてるんじゃないかなと私自身も思っております。 

  １点だけ、今回こういうことで出すということにおいて、またこれを読まれた方の心とか

動いたものがあると思うんですね。それを総合的にコメントをいただくとかいうようなこと
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はお考えでしょうか。 

【会長】 その点いかがでしょうか、何か。 

【事務局】 今のは、ちょっと平口で言いますと、読後の感想文というようなイメージになる

んでしょうかね。わかりました、そこはちょっと紙面構成の中で、読んだご感想なりをとい

う形で入れられると思いますので、検討したいと思います。 

【藤本委員】 それに関連して、県のホームページの中には、少子化対策課でページを持って

るんですか。その中に意見が書き込めるような何か、あるいは掲示板みたいなものとか何か

はあるんですか。 

【会長】 対策課のホームページがあれば。 

【藤本委員】 そういうのがあれば、そこで双方向の。 

【会長】 そうですね、新聞に全部載せることができないけど。 

【事務局】 今、掲示板を、トラブルもいろいろあって閉鎖していますので、今広瀬委員が言

われたことは、何らかの形でまたできればなと思いますけど。 

【会長】 そうですね。よろしいでしょうか。ほかにいかがですか、何か。 

今、いっぱい意見寄せていただきました。まず年齢的にどれくらいみたらいいかというこ

とで、きちっと決められないわけですけど、そのゾーンになるところもあるけれども、かな

り年齢幅広いということですね。だけど重点的にはこの年齢だということを今お答えいただ

きました。 

  それから、せっかくこういう事業をするんだったら、そこにはいろんな意見が載る方がい

いと。そして県民から公募もあってもいいし、それから子どもたちの意見もあってもいいん

じゃないかとか、そういうことも出てきたですね。それから今度は、新聞以外も含めて県の

ホームページ、そのほかにも載せてみてはどうだろうかと。いろんな意見がありました。こ

れら、お金もかかることもありますので、最終的に事務局の方に、少子化対策課の方にそこ

は一任させていただいてよろしいでしょうか。今の意見を踏まえてですね。そして今年度で

きることと、次年度以降の方にまわるものも出てくるかと思いますけど、前向きに建設的に

考えていただきたいと思います。 

  それでは、他にこれをめぐって、今度は、今日はどなたがどこをというか、大体執筆する

かそこも決めた方がいいんですかね、あるいは手を挙げていただく方がいらっしゃれば、そ

れも募った方がいいですね。 

【事務局】 そうですね、我こそは、書きたいという方がいらっしゃったら、手を挙げていた
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だければよろしいんですけども。 

【会長】 そしたら、２回目まで一応決まってるということですから、あと６回分、それから

もし県民公募があれば、１つ空かして５回分という形になりますけれども、いかがでしょう

か。この中で、今日全部５つ、６つと埋まらなくても、たとえ２つでも３つでも、じゃあ私

が書いてみようかなという方がいらっしゃると、とても頼もしいんですが。遠慮なさらずよ

ろしいかと思いますけど。 

【橋本純子委員】 グッドイナフの会です。５回目の相談窓口紹介のところに、相談を通して、 

【会長】 ５回目のところね。 

【橋本純子委員】 はい、よろしいでしょうか。 

【会長】 ここを橋本さんが、今立候補というか、手を挙げてくださったんですが、そこをじゃ

橋本さんということで書かせてもらってよろしいでしょうか。どうでしょうか。 

【事務局】 今、ここの情報ということは、今仮置きですからさっきちょっと例えば椋野委員

言われたように、ワーク・ライフ・バランスというのが入ってくる可能性もあるわけで、こ

こが必ずこのとおりになるということではないので、「相談窓口紹介」ということで私書きた

いということであれば、その情報は残します。残して、回数は、とりあえず５回目というこ

とで仮置きさせていただきたいと思います。 

【会長】 そしたら、ここでということじゃなくて、とにかく１回書いていただけるというこ

とですね。 

【事務局】 はい。こういうテーマで書きたいということでもよろしいと思うんですね、手挙

げしていただくときはですね。 

【会長】 そしたら橋本さんは、今おやりになっていることを中心に、子どもたちのそういう

自立支援ですね。 

他に何かお手挙げいただける方いらっしゃいませんか。藤本先生どうぞ。 

【藤本委員】 この子育て支援サービスを活用しようという情報に結びつくと思うんですが、

今度大分県が、来年度「ヘルシースタート大分」ということを始めます。いろんな母子保健

事業というのは市町村単位になっておりまして、そのために利用しづらさとかいろいろある

んですけど、このヘルシースタート大分が始まれば、結構そういうことが少し解消できるだ

ろう。そういうことを踏まえた紹介をするという形で、私がここを引き受けたいと思います。 

  ただ、確かにこの日にちでいいかどうかはちょっと別問題なんで、考慮いただければと思

います。 
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【事務局】 １つだけご注文よろしいでしょか。ヘルシースタート事業というのは、予算の話

になります。コラムの掲載期間は、予算が通っていない段階になりますので、ただ、こういっ

たことが必要だというご意見、ご提言の形で書いていただければもう大変ありがとうござい

ます。 

【藤本委員】 予算が通ってしまうのは、いつなんですか。 

【事務局】 ２月ぐらいです。 

【会長】 １月６日が最後だから。 

【事務局】 申し訳ないです。これが要るんだということで、先生のご意見でですね。 

【藤本委員】 それだったら、また始まってからでもちろんかまいやしませんので、そういう

ことで、じゃ候補にということで。 

【会長】 ほかに何か。 

【渡辺委員】 では、私は７番目の「子どもと遊ぼう」。幼稚園の雰囲気の中からでもよろしゅ

うございますか。 

【会長】 はい、いかがでしょうか。皆さんよろしいですか。そしたら幼稚園という関係で、

「子どもと遊ぼう」のところを渡辺委員さんに受け持っていただくということですね。はい、

ありがとうございます。どうぞ。 

【竹上委員】 ８番目の子育て応援団のところ、ガールスカウトが社会教育団体として子ども

を応援しております。そのことでよろしかったら書きたいと思うんですけど、よろしゅうご

ざいますか。 

【会長】 竹上さんにガールスカウトを中心とした内容を書いていただくということですね。

よろしいですか。はい。そうすると、あと２つが残ってるだけですが。いかがでしょう。そ

うすると、１つ残して、１つ空欄にするとしても、本当に１人だけですが、もうどうぞお手

挙げください。どうぞ、いかがですか。 

【事務局】 私どもの考えですけれども、各団体の委員さんとプラス公募委員さんからもお一

人ぐらい書いていただきたいなあというのはちょっとありますけども、どうでしょうか。 

【会長】 いかがでしょうか。いいですかね、佐藤委員さんどうぞ。 

【佐藤委員】 すみません、家庭の中で母性・父性のバランスが大事だというようなことが最

近言われておりますが、手を挙げようと思ったところで、「子どもと遊ぼう」というとこなん

ですけれども、遊ぶことによって子どもの社会性を促すと。その役目はかつて父親が担って

いたんだというようなことで思っていたんですけれども、ほかにあれば、少しでも貢献した
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いなという気持ちはあります。 

【会長】 そうすると佐藤さん、書くとすればどのへん。 

【佐藤委員】 情報はもうこれは確定済みということで、あ、違うんですよね。 

【会長】 それから多少ずれても構わないと思うんですね。 

【事務局】 さっき言いましたように、自分はこういう情報を載せてほしい、こういうテーマ

で書くよということで、この情報にとらわれなくても結構です。 

【会長】 そうしたら、佐藤さんが４回目のところとか、６回目のとことか、どこかを指定し

ていただければ。 

【佐藤委員】 ４回目でよろしいでしょうか。 

【会長】 はい。じゃここ佐藤さん４回目ですね。そうすると、６回目のところが森さんどう

ぞ。 

【森 委員】 ここに書かれてあるテーマとちょっとそぐわないかなと思って遠慮してたんで

すけども、働きながら子育てしている立場で感じていることをということで、ワーク・ライ

フ・バランスにつながるようなことであれば、身近に書けるんですけれども、６回目でよろ

しいでしょうか。 

【会長】 じゃ先ほどワーク・ライフ・バランスのことも意見として出ましたので、是非取り

上げていただければと思います。一応今のところ埋まったんですけど、ちょっと指をくわえ

て、あぁ情けない、残念だったなという方いらっしゃったら、また次年度以降もしあれば、

予算との絡み合いがありますけど。それから、合同新聞からおいでいただいてる帆足さんの

方から、新聞社としてもいい提案があれば企画したいということでしたんで、そちらにもご

意見寄せていただきたいと思います。どうぞ。 

【事務局】 合同新聞さんの方で紙面提供いただけるという心強いご発言あったんですけども、

ただ、どのくらいで、どのくらいの分量で、どこの段階でというのがちょっとわかりづらい

と思います。私自身も今わかりません。 

  それで、今日の６人の中に入らなかったんだけども、やっぱりどうしても書きたいと、も

う書かざるを得ないと思う方については、合同新聞さんの方にお話を通して載せていただこ

うかなと思いますので、帆足さんそれでよろしいでしょうか。 

【帆足委員】 コラムをまた別に載せるというよりも、例えば、関連して、今度は椋野先生の

フォーラムありますよね。これについて、じゃ椋野先生にインタビューして載せましょうと

か、そのような関連で、子育ての何というんですか、第一線、子育てに活躍している第一線
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の方たちに話を聞いて載せるとか、インタビューして、そういうふうな形での協力、紙面提

供になるかと思います。ですから、皆さんのコラムをそのまま載せるというようなことでは

ないと考えていただきたいと思います。 

【会長】 何かそういう公の事業があるとき、例えば今、大分大学で椋野先生のところを中心

にフォーラムがあるから、そういうとき事前に合同新聞さんで扱っていただけるということ

でよろしいですかね。 

  それじゃよろしいですか。今決まったような方々、じゃ是非、今名前挙がった方たちは、

お手挙げしていただいたので、原稿をまた提出いただきたく思います。 

  この件をめぐって、他に何かご意見、ご提案がありましたらお願いいたします。先ほど、

来年度以降のことについては、さっきいっぱい意見いただきましたので、建設的に前向きに

受け止めるということでご了解いただきました。ほかに何かご意見ございますか。どうぞ。 

【橋本純子委員】 これをたくさんの方々に読んでほしいと思いますし、そのときにやっぱり

きつい思いをしていらっしゃる方とか、シングルで頑張って育てていらっしゃる方もいるの

で、それとか子どもさんたちが読んだときに、どんな思いをするかということを私たち受け

止めながら伝えていきたいと思いますが。 

【会長】 そうですね、子どもたちの置かれてる環境、子どもたちが育っている生育環境とい

うのは、本当にもう千差万別いろんなことがあるので、どの人が読んでも心温まる内容、そ

れから前向きになるように、そういうことでお願いしたいというご意見も含まれていたかと

思います。ほかにいかがでしょうか。 

  それからあと、読んでいただくための何というんでしょうね、ＰＲというか、それも、例

えば曜日を決めるとかね、それから場所、コラム、この場所でというのは多分新聞者の方で

決めていただくと思いますが、なにかそういうことでご提案ありましたらいかがでしょう。 

【坂本委員】 すごく事務的なことなんですけど、８回連載ですので、第何回という数字と、

これを見ると曜日が決まっているのではないかと思われるので、毎週火曜日連載というふう

に載っているだけで、あら、前にあったんだわとか、探したりもできると思います。 

【会長】 そうですね、探すこともできますね、シリーズでね。ちょっと読み損ねたとき、先

週どうだったんだろうかということで、探すときには曜日が決まってると、とても楽ですよ

ね。ほかに何かご意見ございませんか。 

  （意見なし） 

【会長】 はい。それじゃ、また後で思いつくことがありましたら、１２時までの終わるまでの
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間であれば、受け付けることができるかと思いますので、お願いいたします。 

  １つ目は、今これで終わってきているんですけれども、まだ何かこの、この子育て応援を

県としてまとまったということで、今これが１つ取り上げられていますが、ほかにこんなこ

とでやっていけばということで、今年度すぐ間に合うとは限らないんですが、次年度以降に

間に合えば、それはまた取り上げていただけるかと思いますので、皆さんの方から、県全体

としてこんなことで取り上げていったらどうだろうかというようなご意見はいかがでしょう

か。そのあと今度意見交換していきたいと思いますが。 

どうでしょうかね、例えば身近なところでご自分が係わっておられる活動の中で、今、子

育て応援ということであれば、こんなことができるかなと、あるいはこういうことが必要か

なと思うことでご意見いただけたらありがたいんですが、いかがでしょうね。どうぞ坂本委

員さんから。 

【坂本委員】 私も一主婦で、一子育てをしながら、という立場なんですけど、それまで、こ

ういうものが足りない、ああいうサービスが足りないと思ってたのが、こういうところに来

て勉強すると実はあるんですね。本当に驚くほど多くのメニューがいろんな場所にあるのに、

それが本当に必要な時点で必要な人たちに届いていないということの方が、今問題だと思い

ますので、何かの事業を始めるのではなく、それを誰かにつなぐということの方が今、大事

だと思います。 

  で、それを例えば紙に書いて配っても読まない。今なかなか読んでもらえないですし、ポ

スターにして貼ってもなかなか読んでもらえないので、やっぱり人の口を通じて、こういう

のがあるよというのを知らせる人的なサービスが必要だと思います。今、窓口も本当にたく

さんあるので、例えば、大分市内でしたら、子どもルームがありますし、例えば市役所にも

窓口が、病院にも窓口がいろいろあるのに、そこで聞いても、そこの方が多分ご存じないの

もあるし、多分情報が集約されてないんですね。だからそういうこう、ここに聞けばわかる

みたいな、介護保険のコーディネーターさんに聞けばわかるみたいな、そういうのがあると

いいなと思いました。 

【阿南福祉保健部長】 今、坂本委員からお話のあったことは、実は私どもも大変重要なこと

だと考えております。特に、福祉保健サービスというのは、大分県でもいろんなもう盛りだ

くさんのサービスを提供しております。ところが、そういったサービスが、真に必要な人に

確実に適切な時期にお届けしていることができるかということになると、なかなかこれが難

しいんでして、私どもいろんな施策を実施してますが、なかなかそういった施策を、例えば
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県のホームページだとか、あるいは広報紙だとか新聞だとか、市町村の広報紙だとかでお知

らせしてますが、今坂本委員が言われましたように、なかなかご存じない方が多いというこ

とが実態だろうと思います。 

  私どもも、これは非常に問題であるというふうに思ってまして、そういったいろんな例え

ば子育てサービスが、こういうサービスが行われているんだという情報を県民の方に確実に

お届けする。そして困ったことがあったら、ここに行けば相談に乗ってくれる。そこででき

なければ、専門の機関につないでくれるというような、何といいますか、態勢を私どもとし

てもできる限りとっていきたいと。サービスの情報の提供と、窓口に来られた方が確実に専

門の機関につなぐことができるような態勢をとっていきたいという具合に考えておりまして、

私どもそういう方向で努力をしたいと思います。どうもご意見ありがとうございました。 

【会長】 とても貴重な意見ですね。 

【藤本委員】 実はそうなんですね、今坂本さんおっしゃったとおりで、今阿南部長さんもおっ

しゃいましたけども、その趣旨を踏まえた新しい事業といいましょうか、新しくといっても、

何か新しいことをやるんじゃないんです、今まであってるものをいかにリンクしてわかりや

すくするか。それには、この「ヘルシースタート大分」という事業の中で、今までのいろん

な有効なもの、有機的なものを何種類か集めまして、例えば、妊娠して出産前は「ペリネイ

タリンジット」、それから生まれて３カ月までの間に「こんにちは赤ちゃん事業」、それをい

かに有効に使うか。そういうことで、その後の虐待防止のためのいろんな取組してることの

紹介だとか、いろいろなことをやれる。それをつなぎ合わせてる。 

  今部長さんがおっしゃったとおり、それは大部分の、例えば９９パーセントの人たちは、本

当はなにも、行政的なあるいは福祉のサービスが必要というわけじゃないんですね。でも、

今までは、本当に困った、本当に手を差し伸べなければならない福祉が必要な人たちに焦点

が当てられてたんですけど、そうじゃなくて、すべての家庭という、だからもう全く今まで

はそういう福祉事業という形ではとられなかった、すべての健康な、といいましょうか、普

通に生活してる人たちにもそういうサービスの手を差し伸べると。 

  具体的には、一応イメージされてるのは、いろんな地区にあります愛育班の方々とか、民

生児童委員さんだとか、いろんな今まで既にある公的なサービスを担ってた方々にも力を貸

してもらって、またその輪を広げていくというようなこと。これから会議の中で具体的にど

ういう方にどういうふうに参加してもらうか、担ってもらうかということは決められていく

と思いますけど、そういうことをイメージしたものが、先ほどご紹介しました「ヘルシース
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タート大分」という事業で、具体的な行動に移したいと思っています。 

【会長】 ありがとうございました。今のお二人と、それから部長さんのお言葉をキーワード

につなげていきますと、「確実に届く子育て情報」ですよね。それからもう１つは、受け止め

る側もやっぱりそれだけのことについて知っておかなきゃいけないでしょうから、「確実に受

け止める子育て情報」ということが必要なのかなあというふうに今思いました。 

  実は、つい最近のことですけど、あるアパートに住んでおられる、私が知ってる女性から、

この中で子どもを出産したんだけど、おっぱいが張って乳が出なくて、痛くなって大変だと。

もう二人目は生みたくないとかいうことを言ってる人がいると聞いたんですけど、私が知り

合いの助産師さんから、そういうときに助産師に声かけてくれたらすぐにいろんな手法で、

揉むというようなことを含めて、しかも、ただ揉めばいいんじゃなくて揉み方がやっぱコツ

があるんですよとおっしゃってましたけど、そういう情報があったら、すぐ助産師さんに尋

ねればいいんですよね。あるいは小児科のお医者さんとか。そこがなかなか本人はわからな

い、その方も大学出てる方なんですけど、そういう現実があるんだなと、実は目の当たりし

たので、今の坂本委員さんの意見は、とても厳しいものがあるなと思ったとこです。 

  そういう点では、濱田先生どうでしょうね、中学生とか高校生とか、そういう受け止める

側が、情報に接しないままになっているというのがあるかなというのもあるんですけど、高

校の先生としてどうでしょうかね。学校段階でもしそういう指導があれば、もうちょっと受

け止められるかもしれませんけど。 

【濱田委員】 野津高校の濱田でございます。そうですね、高校段階では、教科の中に家庭科

とかそれから保健とかがありますし、本校の場合だと、行政の保健所と連携をしてヤングヘ

ルスセミナーなどを実施をしていますので、その中で、いわゆる生理的な妊娠出産というこ

とだけではなくて、子どもに対する愛情だとか、子育ての大変さも含めて楽しみだとか、そ

れからあと、うちが保育所がすぐ隣にありますので、そういう子どもたちとのふれあい、こ

れは自主的なボランティアでやってるんですが、学習とかを通して子どもを身近に感じると、

子育てというのが、大変だけども大事だし、楽しいんだというふうなことは、高校段階では

できると思うんですね。ただ、実際に具体的な子育てのそういういろんなトラブルとか悩み

が生じたときに、どのように対応していくかというところまでは、高校はそこまでちょっと

手が届く時間は実際ありませんですね。 

  私はこの会議のメンバーになって、うちは若い女性の職員が多かったりするもんですから、

何が一番困りますかという話をちょっとしましたら、今、実際に子育てをしてる、それから、
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若いですから、出産を今、した人もいますし、これから間近に控えてる人もいるんですが、

その方たちが言うには、やっぱり相談相手がほしいというふうなことを言われますね。です

から、私も、先ほどずっと出てもう重複しますからあれですが、県が出していただきました

この、要するに、子ども・子育て応援プランと、それにプランに沿ってどういうふうなこと

をやっていますよという総合的なものが、私もこの会のメンバーになって、あ、県はこうい

うことをしてるんだということがわかったくらいで、断片的な知識しかないので、やっぱり

それを総合的にどこかで、県民それから実際に子育て中、それからこれから子育てをしよう

かという人から、高校生も含めて、知らせる機会というのは絶対に必要かなというふうに思

います。 

【藤本委員】 実は、しかし、その情報というのは、あらゆる機会に本当は発信されて届いて

いるんですね。ただ、確かに適時性ということに関しては確かに問題あるかも知れません。

例えば母子手帳ですね、これ大体妊娠の５カ月のときに母子手帳を取得するんですが、この

ときに、多分それぞれの市町村の行政に母子手帳の申請のときに、第１回目の、かなりのメ

ニューを示されます。 

  それから、出生届をしたときにもそれがなされます。それから乳児健診があったときも、

ありとあらゆる機会で、本当はいろんなメニューが示されて伝わっておるはずなんですけど

ね。だけど、大部分の人は、今困ってないから使わないと。それを困った人は使えるんです

けど。ですから先ほど言いましたように、困る困らない関係なく、もっとそれらが有機的に

利用できるシステムを作っていこうというのが今、努力してる、さらにこれから努力しなく

ちゃいけないことだろうと思っております。 

  ですから、前回のこの会議でも申し上げましたけど、実はそのメニューの多さとか、その

メニューを使われてる頻度は、大分は非常によくて、東京にあるＮＰＯの調査によりますと、

子育て環境は大分が全国１位なんですね。よく福井県が１番だとかなってますけども、それ

はある特別な行政のメニューが目を引いて注目されてるだけで、総合的な評価はそういうこ

とになってるということ、我々はもっと認識して、自信を持って地域に貢献しなくちゃいけ

ないんじゃないかなというふうに思っております。 

【会長】 ありがとうございました。母子手帳というのは使い方によっては、ものすごい効果

があって、あれによって救われる人がいっぱいいるんじゃないかなと、私も自分で子どもを

育ててみて思うんですけどね。佐藤委員さんどうでしょう。 

【佐藤委員】 中津工業に勤めております佐藤です。いろんな高校の現場の話からお話しをさ
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せていただきたいと思いますが、先ほどご指摘がありました、２、３年後にはお父さん、お

母さんになる可能性がある高校生に対してどのような情報がされているのかと、あるいはど

のような機会が与えられているのかということなんですが、最近の子どもたちは、他者との

関わりの機会が欠乏していると、欠乏というか足りない、昔に比べたらですね、総体的に、

そういうことが言われております。その中で、体験だけ、その機会だけを与えることによっ

て、その体験が、悩みに直面したときに行動につながるというようなことを言っている方も、

国立教育研究所の滝 充さんという方なんですけれども、その方が分析しておりまして、学

校教育の中では、これからはそういった体験を、そういった機会を与えることに重点を置く

べきだというふうにも述べております。 

  その中で大分県下の高校は、ある高校は、家庭科クラブというものがありまして、その中

の１つに「ブックスタート運動」というものがありまして、これは県の事業でもあると思い

ます。半分実費負担ということで、大分県が半分を出して市町村が半分を出すというような

事業でありまして、イギリスで９０年代に始まった事業でありますが、読み聞かせを始めよう

というような運動でありまして、子ども達に対して親が本を読む。そうすることによって、

情緒的安定、あるいは子どもにどういうふうに育っていけばいいのかというようなことを親

が知るという貴重な機会が得られたというようなことを、ブックスタート運動というんであ

りますが、それを高校生が、しかも男子高校生がやっているというような現状であります。

まずそういった機会を与える、体験をさせることというようなことが非常に大事でありまし

て、これからの学校教育は、そういうふうなことも踏まえながらやっていかなければならな

いというふうに思っております。どんどんやってほしいと思います。 

  あるいは、竹田市の都野中学校の生徒が、大分市の産婦人科の方に来て、出産直後のお母

さんの方に体験談を聞いて、お母さんの涙を見たときに、自分たちはこういうふうに同じよ

うに育ててくれたんだよというようなことを話を聞いて、ジーンときたと。こういった体験

がですね、今、少子高齢化の中で少なくなってるんじゃないかと。どんどん進めていってほ

しいと思います。 

【会長】 ありがとうございました。橋本委員さん。 

【橋本順子委員】 社会保険労務士の橋本です。先ほど体験というご意見は、大変重要な話だ

と思うんですけれども、私、実際、現に社会に出た方と接する機会が多いもんですから、や

はり高校生というか、知識として、社会に出たときの具体的な知識が大変不足していると思

います。実際問題、給与明細書を見たときに、手取りと額面と違っても、うん、そんなもん
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かなというふな感覚しかございませんよね。あとニート、フリーター問題なんですけれども、

これはもう、先ほど、社会人として自立していくのが子育てというお話が出ましたもんです

から、やはり学校教育現場で、働く意味というんですかね、もう具体的に、正社員と例えば

アルバイトになった場合、生涯賃金はどのくらい違うのかとか、実際問題、職場で問題が起

こったときに、職場に入ったときに、労働基準法上働くというのはどういう意味があるのか、

有給休暇がどういうことなのか、何か問題が起こったときにはどこに相談に行けばいいのか、

そういうふうな知識ですね。あと、社会保険に関しても、健康保険ですとか、厚生年金、今

いわゆる年金が問題になってますけども、そういうような問題を問題と捉える前の知識を学

校現場がもっていけるようなハローワーク的な動きができたらすごくいいなと思うんですね。 

  社会保険労務士としても、そういうふうな知識を伝えることによって貢献できれば。あと

は、実際問題、社会に出たとき名刺交換ですとか、そういうふうな具体的なことをしようか

なという動きがちょっとあるんですが、県の方としても、キャリアアドバイザーの方をご利

用になって、ニート、フリーター対策とかなさってると思いますが、やはり問題が起こる前

の、具体的に社会に出る知識というふうなことを、是非政策の方に入れていただきたいと思

います。以上です。 

【会長】 そうですね、自立に向けたそういう事前の知識が必要なんじゃないかと。それじゃ

どうぞ。こちらの三宅委員さん。 

【三宅委員】 現在、大分県には２，８００名余りの児童委員がいます。それぞれの地域にあっ

た子育て支援活動などに取り組んでおり、子育て不安を抱える家庭への相談にも応じていま

す。今年度から全国的に始められた「こんにちは赤ちゃん事業」については、私たちは、佐

伯を始めとして以前から取り組んでおり、それが全国的に広がったかなというお話をよくし

ます。また、赤ちゃんが生まれた家庭に「お誕生日おめでとう」のハガキを届ける「ハッピー

メール運動」に３年前から取り組んでいますが、将来はこれを「こんにちは赤ちゃん事業」

と一本化しようと今、動いているところです。 

  私たちが一番困るのは、やはり情報が入らない。どこに赤ちゃんが生まれたか全然わから

ない。新聞に出てるのも、今は本当に住所がわからない状態になってるので、なかなか進展

しないんです。そのへんをクリアできて、もうちょっと民生委員を活用していただくと、か

なり社会的に役に立てるのではないかと思います。 

  それと、民生委員にもすごくたくさん情報が入ります。主任児童委員という子ども専用の

人がいるんですけれども、その方たちは、もう妊娠のときから１８歳まで、そして普通は民生
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委員児童委員といいまして、本当にすべての世代の方を対象にしてますので、そうすると情

報が本当に、毎回例会を開いたときにパンフレットがくる。これを、私は今、お話皆さんの

聞いてて考えたんですけども、例えばあなたは高校生ですか、健康面に問題がありますか、

どういうことをしたいのですかというのをたどっていくと、自分の目指す聞きたい情報にた

どり着けるような、そういう目次みたいなものができないかしらというふうに今考えたんで

すけれども、例えば中央線とか、それから内環状線とかというときに、色分けしてると、す

ごく分りやすくなったとかというのがありますよね。そういうものがそのメニューの中にあ

ると、もっと早くたどり着ける。でないと、すごくたくさんあり過ぎるから、自分に必要な

情報がどれなのかというのが本当にわからないのではないか。そこをもうちょっと目次的な

ものがどうかできないでしょうかね。そういうふうに今考えました。 

【会長】 それじゃどうぞ。 

【衛藤委員】 この冊子の５ページに、基本目標というのがあって、子どもが心身ともに健や

かに育つ社会の実現というのがあるんですが、これは逆にいうと、健やかに育っていないと

いうのが、もう皆さん感じてるところじゃないかと思うんですね。何で健やかに育ってない

んかなと思うと、今の問題じゃなくて、やっぱり過去にいろんなことがあって今の問題が出

てきていると思うんですけど、もちろんこれからすぐに出産される方や、子育てをされる方

に応援するのはとても大事で、必要なことなんですが、予防的なことを考えると、先ほどか

ら教育現場でのお話が出てますが、僕はもっと早い、小学校、幼稚園段階から何かもう取組

を始めないと、今のお母さんたちに聞いてよとか言っても、なかなか入らないと思うんです

ね。 

  小っちゃいときから体験的なことや、子育ての重大さというか、とっても大事なことなん

だよというようなことが伝わっていく機会を子ども達につくってあげると、予防という意味

では、それは１０年後、２０年後になるかもしれませんが、とても大きな効果があるんじゃない

かというふうに思っております。 

【会長】 大事な点を突いていただけたかなと思うんですね。じゃどうぞ濱田委員さんから。 

【濱田委員】 今の意見なんですけど、ちょっと飛躍をすると思いながらですね、私そういう

ふうな学校で指導をするときに、全教育活動を通じて指導するということは非常にいいこと

だと思うんですけれども、じゃ具体的に指導して、どこで誰がするかといったときに、私は

学校の現場で考えたときには、保健とか、それから教科で言えば家庭科だと思うんですね。

私が今、家庭科の教員です。それから今こういう立場にいるんですが、考えたときに、この
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会とはちょっとだから飛躍をしますけれども、学校現場に、中学校、それから高等学校も最

近はそうなんですけれども、家庭科を専門に指導する家庭科の教員の配置ということが非常

に大きく問題になってるんですね。だからそういう意味では、これは福祉とはかけ離れます

けれども、教員の人事配置とかそういうことも考えていただけると、やっぱり専門的に自信

のあって力のある教師が行う指導と、他教科の教師がするとか、臨時とか非常勤とかですね、

指導する、全然継続性もありませんから、悪いというわけじゃないんですけど、やっぱり教

育というのは継続性が大事だと思うので、そういう意味では、少し飛躍をしますけど、学校

現場の家庭科とか、小中高含めて専門に指導できる、もっと力のある教員の配置とかいうこ

とも、これは長期的な展望で考えていかなければいけないなというのは、常々ちょっと感じ

ていたところです。 

【会長】 関連かと思いますので、どうぞ。 

【藤本委員】 今の話題についてですけど、実は、我々が何をどういった使命を持ってるかと

いうと、家庭と、その家庭を取り巻く地域でどのように子育ての環境をここにあるようにす

るかということになるだろう。もちろん、学校も子どもの環境、社会の一つでありますから、

しかしそれはもう就学してからになりますので、就学前、先ほど衛藤さんがおっしゃったよ

うに、予防的ということを考えますと、そういうことでは、既に今動いてるメニューでは、

つどいの広場というのがあるんですね。これは親子がそこに近くに、このつどいの広場とい

うのは目標は、中学校区に１つということが、もう多分今度新しく出るかもしれません、なっ

ているんですね。だからそれくらい地域に一つずつあって、そこに気軽に親子が行ってそこ

で何をするかといったら、親の相談事業じゃないです、子どもは子ども同士でふれあい、親

は親同士でふれあい、そういうコミュニケーション。子どもの社会化を促していくのに、大

体そういうのがもう既に１歳ぐらい、１歳前から本当は始まっていなくちゃいけないわけで

すから、そういうことがもっとうまく動いていくように、我々はそういうためには、どうい

うふうにするかというようなことをここで検討しながら、実際、そして検証する必要がある

んですね。 

  じゃ今、中学校区に１つ全部つどいの広場があるか。もしあるとすれば、本当にそれが有

効に利用されているかどうかということを、いろんなことを検討しなくちゃいけないんじゃ

ないかというふうに思っています。 

【会長】 今とても大事なとこでこう意見がたくさんこう膨らんできていると思います。 

ちょっと整理してみますね。子どもたちが、１つは情報の問題がありました。それからも
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う１つは、育児体験、それから出産ということを含めて、人が生まれそして育っていくとは

どういうことなのかということを体験的に知り、そして感じ取っていくことが必要なんだと

いうことが一つありました。 

  そして今出されたのは、今度は、それはしかもかなり小さい本当にゼロ歳からのスタート

といってもいいくらいに小さい時からの体験がずっと継続していく必要があると、教育のと

ころまで継続していかなければいけないということだったと思うんですね。 

  それじゃどうぞ。竹上委員。 

【竹上委員】 先ほどからお話を伺っておりますけれども、すごく情報はある、情報はあるけ

ど活用していない。相談相手がいない。わからないということが非常にあるんですよね。こ

ういう委員会は、昨日私も出席した放課後子どもプランの委員会、まったく似たようなとこ

ろがあるんです、話の中では。それで、私たちがじっとしてたら何もできない。だから私た

ち委員は何をしたらいいのか。民生委員の方のお話も伺いましたけど、待ってても来ないん

です。出かけて行かないと、そしてお話を聞かないと、ずっとこの委員会ばっかしを何回も

重ねても、変わらなかったら何もならないんじゃないかと思うんです。だから活用してくれ

ないとこれは成り立たない。活用するならどうしたらいいのか。だからインターネットに入

れました、ホームページを作りましたというけど、一部の人しか見ないと思うんです。今日

も公開にしておりますが、どなたも聞きに来てはくれておりません。これずっと私も環境審

議委員になっておりまして、会議をして公開の席を見るんですけど、一人も来ておりません。

とてもいいお話をしていくんです。その中から１人聞けば、その人が帰って５人に伝える。

５人が１０人に伝える、これが情報だと思うんです。だから、こういう制度になるように考え

ていってほしいなと、私も含めて思っております。 

【会長】 ありがとうございました。そうしますと、今の竹上さんのご意見を少し集約して、

ちょっと別な角度から考えてみますと、私も先ほどから今のことを考えてたんですけど、私

たちの普通の自然な毎日の日常の生活の中で伝わっていき、ああ、そこへ参加してみようか

な、利用してみようかなと、そういう気持ちが起こってくるような形でないと、なんか取っ

て付けたようなことがいくら１００、２００あったとしても人は飛びついてこないということな

のかなと。そうしますと、今やってることの見直しも含めて、またここで検討していかなきゃ

いけないかもしれない、そんなふうに思いましたですね。いろんな意味で本当に利用しやす

いものをやっていくと。もしかしたら、あまり利用しやすくないのかもしれないし、そうい

うことも含めて検討していかなければいけないかなというふうに思います。 
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  ちなみに、私自身はどのようにして子育ての知識を身に付けていったかというと、中学校

のときから、上の兄や姉が産んだ子どもたちを次々と子守をさせられましてね、それで身に

付けていったわけですよね。今、そういうことはなかなかできないから、先ほど佐藤委員さ

んおっしゃったように、中学生や高校生が保育所に行って体験するんですよね。だけど、そ

れは学校の先生が気付いたところはさせてくれますけど、そうでなければ、ずーっとしない

まんま、中学生になって、結婚するまで、子どもが生まれるまで、幼児と接しないでいくと

いう時間を過ごすと思うんですけどね。 

  そういう意味では、もしかしたら保育所にはちょっと大変かもしれないけど、皆が保育体

験を、保育所に行く体験をするようなことが傾向として出てくれば、また違うのかもしれま

せんね。そんなことも含めて、ざっくばらんの意見を、今もう既に②の方に入っているかと

思いますので、②の方の議論として、それからもうちょっと経ったところで、その他へ移っ

ていきたいと思いますが、まだまだ意見出てきそうですので、いかがでしょう、お願いいた

します。はいどうぞ、それじゃ坂本委員さんから。 

【坂本委員】 先ほど民生委員の三宅委員が、地域の子育てのお手伝いをとおっしゃってたの

で、私は今、子どもがやっと小学校に入って、地域の子ども会に入ったんですね。そうする

と、地域の情報が急に入ってくるようになって、例えば、不審者が出たとかいうのが連絡網

で回ってくるんですが、子どもが幼稚園だった頃は、そんな情報は全く入らなかったわけで、

逆に不審者の方からみれば、子どもが小学校だろうが幼稚園だろうが、狙うときは狙うわけ

で、そういう情報が入らないということに、元々不安は感じてたんですけど、本当にこんな

に情報の差があるんだということに驚いているところです。ただ、子ども会の運営は母親が

やってますので、やっぱりかなり忙しいですし、かなり無理というか、なんか会合やってお

楽しみ会をやるにしても、やっぱり素人運営なんですね。母親はＰＴＡもやり、仕事もし、

子ども会の役員もし、子どもの送り迎えもし、塾の役員もしと、すごく忙しいんですが、も

し子ども会の例えば運営なりそういうことを、少し地域の方、又はそういう民生委員さんと

か主任児童委員さんとか、又はほかの子育て支援のネットワークの方がお手伝いしていただ

いて、もうちょっと対象の子どもを広げて、例えばゼロ歳になったら子ども会に入れる、１８

歳、地域を卒業するまで子ども会のメンバーとして登録されていたら、その地域の中に子ど

ものネットワークができますし、例えば不審者情報とか、今、小学校ではこういうことに力

入れてて、中学校ではこういうことをやってるよとか、例えば、もしお楽しみ会をするとし

たら、ゼロ歳から１８歳までの子どもたちが集うこともできるし、例えばそのとき高校生だけ
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の会もできるし、いいなと思ってたんですけど。もちろんお世話をすることも大変だし、そ

ういう情報が集まる、情報が集まることの危険性ももちろんあると思うんですけど、だから

そういう長をするとか、その役員をする方というのは、かなり責任が重くなってしまうんで

すけど、子ども会というのは本当に地区単位でありますので、その地域の子どもたち又はそ

の親も知れて、私はすごく子ども会という会そのものはいいと思うんですけど。ただ、その

運営自体は母親なので、かなり行き詰っているので、それをお手伝いをしていただけたらな

と思います。 

【会長】 ありがとうございました。どうぞ藤本委員さん。 

【藤本委員】 実は、今の話で、確かにそういう子ども会があったりとか、それから、例えば

放課後児童クラブに入ってる人っていいんですね。ところが、一番問題になるのは、学校か

ら帰ったらすぐ塾に行ってお勉強しなくちゃいけない、専業主婦のお母さんのところの頑

張ってるお嬢ちゃま、お坊ちゃまは、もう本当に、塾に行ってればまだいいんですけど、そ

ういうところからも外れてしまうような人がおるわけですね。そこで、これは慶応大学の

ちょっと名前ど忘れしたんですけど、教授が提案してるんですけど、学習塾があるように、

生活塾というのがあればいいと。これは地域のボランティアがやればいいと。これはだから、

やる人がいなきゃいけないんです。その担う人は、小学校の先生を経験して退職したような

人が積極的にやってもらうと非常にいいというようなアイデアを出してるんですね。実際そ

うだと思うんですね。もしそういうことがなければ、いろんな何か、子どもたちが放課後に

集まって、例えばサッカーやってるとか、なんかいろいろスポーツやってるとかということ

もいいだろうと思うんですけど、一番今問題になるのは、やっぱり子どもたちがコミュニケー

ションが下手になってる。それは小っちゃいときから子どもたちがあまりいいコミュニケー

ションがとれてない。子どもが集団で群の中で育てば、それは自然に解決するはずですので、

そういうところを作っていけばいいんじゃないかなと思っています。 

【会長】 三宅委員さん。 

【三宅委員】 地域ぐるみのアイデアはとてもいいなというふうに今伺ってて思ったんですが、

実は私たちは、子育てサロンという未就園児くらいまでを対象にするのを全県下的にずっと

広げてきました。私も現在、月に２回、３歳児くらいまでの子どもが多いんですが、集まっ

て皆さんでお話ができる場を提供してます。私たちが始めたときは、きっとそのお母さんた

ちの中からリーダーが出てくれる、スタートするときはとにかく大変だから、民生委員がや

らなければということで、民生委員総出でやりました。もう４、５年になりますが、お母さ
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んたち皆さんしてはくださるけど、それらしい人に目星をつけて声をかけると、もう見えな

くなりますね。 

  子ども会と一緒で６年生まではお世話になるけれども、役員をしなきゃいけない６年生に

なると子どもを退会させてしまう、そんなことして平気なお母さんがたくさんいる。それで、

私たちは、子育てサロンをしてる中で、本当に一生懸命リーダーを育てようと思うんですけ

れども、参加しているお母さんたちは準備してくれて、楽しく遊んで帰ろうかという方がほ

とんどで、未だリーダーを育てられずにやっております。そういうふうに、その地域で子ど

も会ということになると、もう皆すごい負担がかかってくる。そして子どももすごいどんど

ん増えるんですよ。そしたら、皆もうこれ以上増えたら困るよねというぐらい皆さん来てく

れるんです。それで規模が大きくなったり、対象が広がったりしたら、お母さんたちはすご

く大変かもしれないなって。そのへんをクリアしないと、なかなか手が出せないかなと。今

お話を聞いててとてもいいなあ、そうなるといいなあと思いつつ、ちょっと危惧をしました。 

【会長】 ありがとうございました。もうじゃお二方お聞きしてから、藤本先生のとこへいき

ます。そうですね、ＰＴＡの長岡さん、それから尾上さん、順番にじゃよろしいでしょうか

ね。ＰＴＡも子ども会と少し近い状態がありますけど。 

【長岡委員】 高Ｐ連の長岡美智恵でございます。今、先ほど坂本委員さんのお話を伺いまし

て、私も小学校、中学校、今高校なんですけれども、ずっと子育てをしてＰＴＡに係わって

まいりました。その中で民生委員さんの活躍もよく存じ上げております。それで、ＰＴＡの

役員側といたしましては、本当に理想的な意見を今おっしゃっていただいたんですけれども、

もう本当に、私が当時所属しておりましたのが１００名をちょっと超える子ども会でしたが、

それをまとめていくというのは、私も会長で、今振り返っても、なんの役よりもちょっと大

変でしたのでね、やっぱりそれはちょっとその部分では無理かなあと。もう少し違うところ

でそのへんの子育てはね、今私たちもこういう立場におりますと、モンスターペアレンツな

んていいましてね、すごいお母さんがたくさんいるんだよということを聞きます。今朝も私

がここに来る前にちょっと一本電話が入りまして、今非常にいじめ問題で困ってるんだって。

じゃその問題どうしたらいいでしょうねと、私もちょっと３０～４０分その方と話をしたんです

けれども、ちょっとその問題はね、じゃどこに言っていったらいいんでしょうかっていうと

ころに行き着くわけですね。小さい子を持ってる方は、小さい子のお父さんやお母さんなり

の悩みがあり、小中学生、高校生はそれなりの悩みがあり、やっぱり大きくなってからニー

トやフリーターなんてなると、またその世代なりの悩みがあるわけなんです。 
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  私は現在、高齢者の施設に勤めておりまして、その方たちの悩みというのは、ケアマネ

ジャーという方がほとんど解決をしてくださるんですね。なんかあれば、担当のケアマネ

ジャーに言ってくださいというと、ほとんど解決するんです。じゃ子育ての問題はどなたに

言ったらいいんでしょうかというのを、今、ずーっとこの会議に参加しておりまして思った

んです。 

  ですから、そういうふうな子育てコーディネーターみたいな方が、教育を受けて成長して

いってずっとそのような支援をしていただくと、非常に子育てしやすい大分県になるんじゃ

ないかなあと思いました。よろしくお願いします。 

【会長】 なるほどね。じゃ尾上さん先どうぞ。 

【尾上委員】 今ちょっと坂本さんから子ども会のお話とか出ましたけど、小学校、中学校の

子どもを持つ私一母親としまして、別府というか私の学校の現状になりますけど、私の住ん

でる地区では子ども会自体はあります。でも入ってる人は一人もいません。それはなぜかと

いうと、段々減っていったというのが現状ですけど、やはり母親が、やっぱり何か主催すれ

ば役というのがありまして、子ども会会長、いろいろ会計と細かいこといったら何かしら役

をしなければいけない、それが負担になって。それと本当に深い話になりますけど、子ども

同士いろいろなことがあったりとか、それだったら入らないでいいものは入らないでおこう。

入ればもちろん地域の方に顔も知っていただいて、不審者情報の提供とかそちらの方のいろ

んなプラス面があると思うんですけど、やっぱりそこに飛び込めない事情というのがありま

して、引いてしまう方が多い現状。 

  私が、小っちゃい子育て、子どもをゼロ歳から、下の子は１歳４カ月で保育園に入れまし

たけど、そのときに今みたいに支援する、支援していただくいろいろなものがあれば、いろ

いろ活用できたのになと、今羨ましいなと思うぐらいなんですけど、だからといって現実的

に活用してる方がいるのかなというところを思えば、必ずしもそうではないのかなと。先日

ちょっとある催し物がありまして、保育園の先生が出前保育というので、そこの会場にプロ

の先生がいらして、子どもをみますので講演を聴いてくださいというのがあったんですけど、

蓋を開けてみれば、３人ほどしか希望がなくて、やっぱりもちろん市報等に広告はしてるん

ですけど、どうしても普通の文章だと足が向かない。だからそのへんも一つずつ、プラスの

面ではなくて、こういういいのがあって私は行きましたという体験も、何かしらの方法で情

報として流していただいて、でもマイナス面の、やっぱり人が集まらない、それはなぜかと

いうのも一つずつ何かの方法で知らせていただけたらなと思うんですよ。 



 29 

  子ども会にしても、あと、学童保育のお話もさっき藤本先生の方から出ましたけど、学童

保育ももう本当に待ってる方が多くて。今皆さんお仕事してますので、それに重点を置くと、

学童に入れないから子どもを自分の校区の小学校にやれない。違った方法で隣の校区の、学

童が入れる学校にやらないといけない、そういう悩みを持っております。だからといって、

空いてるところはどこもない状態が現状です。働くのがやはり子どもの手がかからなくなっ

た小学校に上がってから、中学に上がってから、そこで目の当たりにするのが、そういう、

学童に入れない問題が起きてくると思うんです。 

  今の中学生、高校生、うちも中２の女の子がいるんですけど、結婚したいなとか、子ども

がほしいなというのは、お友達も含めてあまり聞いたことがないんですね。だからといって、

社会に出て働きたいという意見を持ってるわけじゃありません。漠然としてるとは思うんで

すけど、だから次世代を担う子どもたちが、普通に結婚して、子どもを生みたいなと一人ず

つが思うようなことを、今私たちがいろんな方法を考えてできたらなと。 

  それには、やはり親を見て、母親見て、こういうふうに自分も育ってる中で、仕事もして、

普通にこう楽しく、自分はこういう環境で育ったんだなということが、一番のそういう子ど

もを生むということにつながると思うので、プラスもマイナスも含めて情報として知らせて

いくということをすればいいのかと。 

【会長】 ありがとうございました。だいぶ時間が下がってきましたですね。それじゃ、今、

意見、手を挙げてる方どうぞ声をかけますので、発表していただきたいんですが、少し集約

していきたいと思いますね。 

先ほどから、情報が本当に必要な方のところに届くかどうかということが一つあったと思

いますね。これは届かなければ、そこからスポイルされる可能性が高くなってしまうかもし

れませんので、そこは大事な問題だと思います。 

  それから、子ども自身にちゃんと体験をさせて、子どもたちはもちろんもう、私の年齢に

なっても確かに親が生きてる、親から見れば私は子どもなんですけども、どこかででも大人

として自立させていかなきゃいけない。そういう自立へ向けた歩みをどういうふうに体験を

させていくかと、そういう問題があるかと思いますので、それに向けて、じゃ意見をいくつ

かいただきたいと思います。４５分ぐらいまで、ちょっとまだ１５分ぐらい時間がありますので、

お願いできますでしょうかね。 

  今、じゃ手が挙がった順番でいきますね。竹上さんが先挙がって、それから橋本さん、そ

れから渡辺さん、よろしいでしょうか。お三方必ず抜かりなく必ず声かけますのでね、そし
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たら少し短めにお願いします。 

【竹上委員】 私たちガールスカウトの活動は、全てが体験学習でございます。幼稚園の高学

年から高校３年生までの子どもを対象に、子どもたちが持続性のある教育ということで、一

過性のあるイベントはしておりません。全て自分たちがすることに対して、指導者のもとで

体験学習をしております。それがなかなか広がらないということは、どういうことかといい

ますと、子どもはやりたいんですが、親の理解がない。だから子どもは親が育てるという基

本的なものが欠けてるんですよね。親育てというのがさっきありましたけれども、ちょうど

この頃の親は３０代から４０代の親なんです。褒めて育てる教育を受けてますので、自分のこと

には熱心ですけれども、周りのことに気配りもなく、気遣いもしない。だから親を変えてい

くというところが、私たちのひとつの願いでもあります。 

  私たちは、私たちの手で育てられないところは、やはりこの年代を通り越して、今高齢化

とおっしゃってますけど、この人たちの知恵、生きる力を大変いただいております。本当に

昔の日本のこの方たちは、素晴らしい知恵も力も持っております。たくさんの人たちのやは

り支えをいただきながら、私たちは活用しております。 

  それと、せっかく報道関係の方がいらっしゃってるんです。報道の力というのはすごいで

す。帆足さんどうぞよろしくお願いいたします。 

【会長】 ありがとうございました。親の世代の再教育というとちょっと失礼なことであれば、

親のもう１回の再学習ですね、そこのところが必要だと。それにはどういうことをしていっ

たらいいかという課題が残ることになるかと思いますね。ありがとうございます。じゃ橋本

委員さんどうぞ。 

【橋本純子委員】 いろいろお話を聞きながら思ったんですけど、確かに今、親、私たちも親

御さんに変わってほしいと思うこともあります。その中で、私が特にこの頃思ってることは、

児童館とかいろいろな施設があるんですけども、その制度を、ハード面が整ってるだけ、あ

るがために、そこに子どもさんを預けて親代わり、家庭代わりを全部してもらおうと思って

る、システムを利用してるという家庭がたくさんあるような気がいたします。それを、先ほ

どもお話が出てきましたけど、地域で見かけるんですけども、その得た収入は、やはり自分

たちが何か豊かになるというか、心の豊かさというとこに響いてないものに使ってるなと思

います。じゃない家庭もいっぱいあります。それから、さっき専業主婦という言葉が出まし

たけど、そのお母さんたちがその言葉、働いてない私たち、何か悪いことをしてるように思

われてる気がするという声も聞きました。いろんな立場で皆頑張ってるんですけど、あとひ



 31 

とつこうなんか応援してあげるとかするといいのかなと思います。 

先ほどからもずっと学校現場の話が出てるということは、ここに県教委の方、来てほしい

なと思いました。そこでまた県の課の方でも連携をとっていただいて見直していくといいと

思います。様々な幼児期の、幼稚園もそうですし、保育園もそうですし、いろんなことを熱

心にやってることもあります。 

あと、私は今の若い世代だけ悪いんじゃないと思うんですね。確かに、電車に乗ってお化

粧を一から始める人を見たときびっくりしましたけど、お墓参りに私、父が亡くなって行く

んですけど、この世代ならまあまあ墓掃除は若い世代なんですけど、昔みたいに、お寺さん

の箒とか放ったらかしで帰ってる方が、私より先輩の方ですけどいっぱいいます。それは、

日本というあり方がなんかちょっと考え直せばいいかなと思いますので、そのへんもみんな

含めて、なんか考えるといいかなと思いました。 

【会長】 そうですね、若い人たちだけが悪いわけじゃなく、それからまた年配の方だけが年

寄りはとか、そういうふうに決め付けられない面て、確かにあろうかと思いますね。それか

ら今おっしゃった中で、例えば本当にお任せというね、そこのこともあるかと思います。 

  私、実は小学校のＰＴＡ会長をしたときに、小さい子どもたちを連れて来た親が、その子

どもに関係なく授業参観と懇親会に残るように、幼児保育を図書館使ってしたんですけどね、

そこでお世話になったという人たちが、次子どもが大きくなると確実にまたボランティアに

なってくれますね。そのシステムを作るために、やっぱりこちらも言わなきゃいけないこと

があって、皆さんお世話になったときは、またお世話を次の世代に返しましょうということ

をやかましく言ってきましたけど、それをやっぱりしないと、どっかでもう利用だけして、

後は知らん顔というのも起こるかもしれませんね。そういう努力も必要かもしれません。 

  それじゃ、どうぞ森さん。 

【森 委員】 私は、今、学校現場で働きながら、子どもは下が小学校２年生、上が高校１年

生というそういう状況で、周りにもたくさん子育てしている方、地域でもかかわりあります

し、職場にもいるんですけども、その中でやっぱり、今の親は無責任的な、やっぱりせっか

くの場があるのに出てこないとか、本当に結構身につまされるというか、そういう思いをし

ながら、でもそこに行けない人たちの声というのは、私はいつも聞きます。 

  もう実際、単身赴任の夫がいて、一人で子育てしてるという家庭が意外と今増えてるんで

すよね。そして子どもさんは、まだ小さくてそして仕事の勤務が非常に遅くまであると。で

すから６時、７時。場合によっては土、日。その間は子どもはどうしてるの、小学校２年生
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一人で置いてる。そんな実状を私はいつも聞いています。近くに親がいれば預けるんだけど

も、親は遠かったり、病気だったり、本当に現実的に出て行くのは無理なんだということを

おっしゃいます。 

  それから、先ほどのガールスカウトの話がありました。習い事をさせるということは、親

も一緒にそれに出て行くということと等しいんですよね。ということは、その時間を親が子

どものために割ける状況がなければならない。でも、私はいつもこういう問題を考えていた

ら、行き着く先は、もうワーク・ライフ・バランスなんですよね。ですから、今、若い人、

悪い悪い、子育てしてる人は悪いんだ。いや、そんな社会がもう仕事のそういう働き方を強

要している社会があるから、夜一人で子ども放っておくしかないんですよ。８時、９時、１０

時までスーパーが開いてる、お母さんが働いてる。じゃ子どもは一人で家でご飯を食べてい

ます。誰が悪いんでしょうかということに、でも、そうしないと生きていけない人たちなん

ですよね。 

  だから、私いつも子育ての問題を考えるときに、確かに子どもにしっかり係わる時間があっ

て、ゆとりがあって、そういう人たちには利用できるいろんないい今施策があって、連れて

行けば、そこで子どもの悩みが相談できるというのは本当にありがたいと思うんですけども、

でも現実には、やっぱり働きながら子育てしてる人たちの、実は本当に苦しい思いをしてる

のは、そこの人たちではないかなと思うんですよ。ただ、その根本的な部分というのは、本

当ワーク・ライフ・バランスの問題ですから、社会全体での取組になってくるんですけども、

一つやっぱり私が一番耳にするのは、保育園の間が一番よかったと。小学校に上がってから

がきつい。だから第二子、第三子を生むのをためらうという親は多いです。ですから、私は

小学校に上がってからの保育のサポートというのが、一番今、実は、私たち世代の働きなが

ら育てている親たちの一番、もう聞けばその声があがります。 

  先ほどの学童保育の問題なんですけども、なかなかやっぱりここに行政の方がしっかり

入ってきて、指導をしたりサポートしたりということが難しい状況にまだまだあるようで、

保護者会で運営し、保護者会が取り決めをし、そしてそこで指導員の方のお金も賄ってると

いう、やっぱりそこに本当に無理があって、預かってもらう時間が４時半までなんだと。い

や、仕事が５時まであるんだと、迎えになんて行けない。じゃもう一人で歩いて帰らせて、

鍵開けて７時まで家で留守番、そういう子どもも非常に多いと聞きますので、そこの充実を、

もう本当に今すぐにでも県として取り組んでいただきたいというのが、もう本当に大きな願

いというか課題です。 
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  それと、先ほどの、せっかく会があるのに出てこない、親はもっと出てこいよという部分

に係わるんですけども、例えば、私たちが学校のＰＴＡに参加するときに、ほとんどはお母

さんですよね。お父さんは全然出てこない。やっぱ働いてるからなんですけども、そこで、

ＰＴＡとかに出るときに、やっぱり年休を取って出るというのが今の大方の状況なんですけ

ども、県によっては、これを子育て休暇、ＰＴＡは子育て休暇なんですよ。ですから正式な

休暇として出て行ける。だから「いや、あの人なんで休んじょんのか」「いや、今日はＰＴＡ

で子育て休暇で」、そういう形で、お父さんがかなり積極的に参加する。一度ＰＴＡに足を運

ぶと、そこでつながりができるので、今度休みの日に学校でＰＴＡのなんか交流活動がある

から、じゃ行ってみようか、じゃ今度おやじの会に行こうか、そうやって広がっていくもの

じゃないかなと思うので、第一のきっかけは、そのＰＴＡにお父さんが出るというそのきっ

かけづくりに、子育て休暇は非常に有効だと思います。 

  私たち職場でいろいろ要求したりはしてますけど、県の方もいや、ほかのところがどうか

なとかいう感じで様子見なんですけども、大分としては是非それを取り入れると、一つのい

い効果があがるんではないかなと思います。 

  それと、すみません、長くて３つ目なんですけども、先ほど学校教育の中の話が出ました。

実は私が勤務してるところは、いわゆる普通科進学校と呼ばれてるとこで、その後大学へ行っ

て一番経済的にも安定して、子ども二人でも三人でも育てられるような、そういう家庭をつ

くれる子どもたちなんですが、家庭科の授業がどんどん減っています。もう学力向上が一番

のメインですので、どんどん家庭科の授業が削られて、教員も減らされています。声をあげ

るんですけども、なかなかそれはやはり教育委員会との兼ね合いもあると思うんですけども、

でも大切さというのは、大学に行く子どもが家庭科要らないわけはないので、そのへんはやっ

ぱりどこの学校であっても、同じように家庭科が学べるような、そういう県全体としての教

育現場への取組というのは、本当に欠かせないと思いますので、その３点目お願いしたいな

と思います。以上です。 

【会長】 昨年は、世界史をしない学校が全国で大変な目に遭ったわけですので、家庭科の時

間をあんまり減らしては、やっぱりそれはいけないと思いますね。必要だから必修にしてる

わけですのでね。はい、ありがとうございました。 

  それじゃどうぞ。 

【阿南福祉保健部長】 先ほどから学童保育、いわゆる私どもの所管しております放課後児童

クラブのお話が出ております。これ、私どももこの小学校には１クラブ置こうという取組み
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をしておりまして、来年度もそういう方向で、数必要な小学校区単位で設置していこうと考

えております。それからまた、田舎の方では学校も小規模になっておりまして、実は国の補

助の制度ではできないようなところも、県単独で小さなクラブも設置していこうという取組

みもしておりまして、できるだけそういう皆さんの要望が強いというお話も伺っております

ので、そういうことは力を入れていきたいと思っております。 

【会長】 そういう力強い今ご発言あってありがたいですね。育成クラブも私は自分の校区で

作るとき、最初に立ち会ったんですけど、人数を集めるのに大変苦労するぐらいに不人気だっ

たんですね。ところが、やってみたら効果が大きいもんですから、今はもう本当待ってる人

がいるぐらいに、今は出てきてますね。そういう意味で、本当にありがたいなと思われてい

たら、そこに人は参加してくるだろうというふうに思います。そういうものを私たちまた考

えて、作っていかなきゃいけないかなと思います。 

  さっき私が申し上げた時間がきているんですけど、どうしてもこれだけは１つ絶対という

のお一人だけ。じゃ佐藤さんどうぞ。これでじゃ最後にしたいと思います。どうぞ。 

【佐藤委員】 すみません、最後に、具体的な案ということなんですけれども、先ほど話があ

りました、先ほどの、子どもが悪いとか、若い両親が悪いとか、そういったことではないと

いうふうに私も思います。子どもは大人がつくった社会でしか生活することができない。生

きることができない。これはまさにそうだと思っております。誰かに責任を転嫁するという

のは、ロゼッタストーンにも、最近の若い子どもはと、若者はというふうに記述があったと

いうことでありますので、いつの時代も同じなんですけれども、子どもは大人がつくった社

会でしか生きることができないというふうに思います。 

  私は、育児休暇を取得しまして、２年間ほどそういう環境に入ったわけなんですけれども、

「社会的孤立」その一言でありまして、私を救ってくれたのは、なぎさ幼稚園、その他の保

護者、先生方、そういった社会とのつながりだというふうに思っております。なぜ若い保護

者たちが他の人たちと交流をしないのか。私は、対人関係が不得手ではないのか、そういう

環境に置かれている、で、参加しない、ということがあると思います。 

  もう一つ指摘がありましたが、負担が集中していると。いろんなところに育児負担が集中

しておりまして、子ども会１００人いる中で、もっと何人かで統制できたらもっとワークシェ

アリングできたんじゃないかというようなことで、でも人がいないということで集中してた

んじゃないかなというふうに思っております。 

２００５年の教育のテーマは、自立ということでありました。これからはそういう言葉がいろ
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んなとこにもっともっと出てくればいいなというふうに思っておりますが、保護者自身も自

立していかなければならない。自分で立つ、そして自分で自分を律する。この言葉が大切だ

と思います。 

  その一つの具体策として、大分大学の椋野先生、すみません、勝手に、私、第１回目の会

議の後、大分県に質問書というものを出しまして、質問意見書ですね、この中に第１回目の

ときに、椋野先生がご提案された、大分県下の子育て状況の実態というのがデータが少ない

というようなことがありまして、それに関連しまして、費用対効果とか、そういった少ない

力で大きな効果をあげるというようなことがありましたので、これと関連させてはどうかと

思いまして、今、大分県の方が、支援パワーアップ事業というようなことで公募されている

というような説明がありました。 

  その中で、その実態を、実際に子育てをしている主婦にその調査をさせてみてはどうかと

いうようなことがあります。もちろん、素人では難しいことがあると思いますが、ですが、

その方たちが実際にやってみることによって、コミュニケーション能力が向上するとか、あ

るいは、本当に困ってる人がそういう社会に参加できない。結局、子ども会に参加したくて

もできない方たちが問題なわけで、その方たちの本当に悩んでる姿を、悩んでる気持ちに寄

り添える方というのは、私は育児休暇を経験したことありますけれども、やっぱり子育てを

している方だというふうに思うんですね。 

  その場で、大分県下の子育ての実態をもう一度データ化するために、調査委員を椋野先生

がレクチャーをして、鍛え上げて、大分県下のそういった細かいところまで入り込んでいた

だいて、そういうことをやっていけば、いろんな面で効果が上がるのかなというふうに思っ

ております。以上であります。 

【会長】 ありがとうございました。椋野先生、期待も今寄せられましたけれども、よろしく

お願いいたします。 

  何かございますか。 

【椋野委員】 とりあえず、今年度は、連合のご協力を得て、働いてる方とそれからできれば

配偶者の方、だから働いてる奥様もいらっしゃるでしょうし、働いてなくて専業主婦で子育

てをしていらっしゃる方もあると思いますが、その方々にちょっと調査を、実態と意識調査

をさせていただきました。 

  フォーラムでその概要を発表したいと思ってますけども、大学ですので、予算的な制約も

あって、連合の全面的な協力を得てそういう形でしましたけど、おっしゃるような、これだ
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けで実態が把握できたわけではもちろんありませんので、おっしゃるような調査が可能かど

うか、大学だけではとてもできないことだと思いますので、ご相談しながら、私がその調査

のプロというわけでもないのですけど、お手伝いできるところがあればさせていただきたい

と思います。 

【会長】 よろしくお願いいたします。 

これは藤本先生の領域になるかと思いますけど、医療関係で、地域医療をきちっとして、

そして乳幼児の死亡率をゼロにしたとか、岩手の沢内村のですね、ああいうのをずっと読ん

でみますと、本当に１世帯１世帯全部入って調査して、本当に困っているところ、それで、

どこで何に困ってるか全部調査して、それをカバーしていくということをやっぱりやってい

ますよね。そういう意味では、今の佐藤さんのね、それを今度は椋野先生、大学の方で調査

をしながら、もちろん本当に県民全部に行き渡るかどうか分からないけど、でも全部に行き

渡るようなそういうことでまた、この私たちの会が運営できればありがたいと思います。 

  それでは、私だけしゃべってて、実は、宇根谷先生にお話を少しいただきたいなと思った

んですが、宇根谷先生いかがですか。何か皆さんのご議論お聞きになって。 

【副会長】 いろんなお話をお伺いしまして一番感じたことは、やはりシンクグローバリー、

アクトローカリーということで、世界的な見地から広く考えながらも、地域のためにあるい

は何か行動しなければ物事は動かないんだということを、この話の中でいろいろ感じまして、

私自身、ひとつ先生がさっきまとめてくださった中で、体験学習ということに関して、なん

か私の大学、私は立命館アジア太平洋大学で、国際学生というか、留学生がおります。それ

とやはりすごく情報機器というのがたくさん、新しい大学ですので、ありますので、そうい

うことを何か使って、放課後児童クラブというのをなんか、もちろん県のご支援もいただき

ながら何かできないかなというふうにちょっと今考えました。 

  それはなぜかというと、前に、つい最近の学会の中で、慶応大学の学生たちが地域の子ど

もたちを呼んで、レゴというおもちゃを使って、夢の町というか、自分のつくりたい夢の町

をデゴでつくりましょうと。それを今度はどっかインターネットを通して海外の子どもたち

と、ストーリーを作って、英語でストーリーを考えて、自分の夢の町はこういうものですよ

というのを、慶応の学生たちが英語のヘルプをしながら、子どもたちが他の国の子どもたち

と発表会みたいなのをしたというのを聞きまして、非常になんか、あ、面白いと、あ、大学

生たちのボランティア活動なんだけれども、こんなことをしたらきっと今のこれからの子ど

もたちがなんか興味を持つんじゃないかなあというようなことに感じて、とても印象的でし
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た。 

  それで、じゃあ私の大学にもそういう学生たちもいるし、そして設備も整って、何らかの

設備があるので、なんかこういうことができないかなあというのを、今ここでお話を聞いて

ちょっと感じまして、なんか具体的なことを考えてみたいなあというふうに考えています。

体験学習にもなるし、そして、今の子どもたちが苦手なコミュニケーション能力というか、

英語でなくてもいいんですけれども、日本語でもいいけれども、なにかそういう遊びながら

コミュニケーションを育成していくような方法を、なんか地域でできないかなというのを

ちょっと感じました。 

【会長】 それでは、まだ本当は２回目終わってもまだまだ言い足りないという状況だと思う

んですけど、時間がもう本当に１２時に近づいてまいりましたので、ここで今日の分は終了さ

せていただきたいと思います。本当にたくさんご意見いただきましてありがとうございまし

た。 

それから、私の方のちょっと司会のまずさで（１）の②と（２）を分けないで、もうずーっと連

綿と続けてしまいましたことをお詫びいたします。 

  それでは、長時間にわたり議事の進行にご協力いただきありがとうございました。ここで、

またマイクを事務局の方にお返しをいたします。 

【事務局】 福祉保健部審議監の江藤でございます。委員の皆様方には、長時間にわたりまし

て大変貴重なご意見、ご提言を賜りまして誠にありがとうございました。今日いただきまし

たご意見、ご提言につきましては、子ども・子育て応援施策はもちろんでございますけれど

も、私どもの福祉保健部の分野の施策に是非反映をさせていただけると思っております。 

また、今日の議論の中で、教育の分野が非常に多くお話がございました。第１回のときに

教育委員会も含めた兼務主幹という形で臨席をさせていただいたんですけども、今日ちょっ

とそこまでの議論の広がりということを想定してなかったもんですから大変申し訳ございま

せん。次回の際には十分検討したいと思っております。 

それから、この県民会議の議論につきましては、副知事をキャップとしました庁内組織、

「次世代育成支援対策推進会議」というのがございます。この県民会議の場でどういう議論

があったということは、その会議の方にも上げて、また話題提供ということで議論をしてい

きたいと思っております。 

  また、本日ちょっと時間も制約ございましたんで、皆さん言い足りなかった部分があろう

かと思います。また、後日、少子化対策課の方に是非ご意見をお寄せください。 
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  それでは、これをもちまして第２回目の「おおいた子ども・子育て応援県民会議」を終了

いたします。長時間ありがとうございました。 

 


